
「生活保護の申請は、国民の権利です。」
生活保護は日本国憲法第25条の理念に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生
活」を保障する制度であり、生活保護法の定める要件を満たす限り、どなたでも受ける
ことができます。
生活保護に関する相談は、お住まいの地域の市役所、町村役場又は府保健所の生活
保護担当課にためらわずご相談ください。
※京都市内にお住まいの方は、最寄りの区役所にご相談ください。
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私たちの一生の間には、病気やけがや高齢のため働けなくなったり、働いてい
ても収入が少なかったり、いろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。

●　持病が悪化して働けない　　　　　　　
●　けがをして働けない
●　年金だけでは暮らせない　　　　　　　
●　給料が低くて生活が苦しい
●　子どもがいてフルタイムで働けない　　
●　再就職が決まらず生活費がない　など

生活保護は、生活に困っている方々に、経済的な援助を行うとともに、日常生
活や社会生活の自立に向けて支援する制度です。
　
わからないことや相談のある方は、お住まいの地域の市役所、町村役場又は府
保健所の生活保護の担当課に相談してください。
なお、お困りのことがあれば、お住まいの地域の民生委員にも相談することがで

きます。

生活保護の申請は、国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあることですので、ためらわずにご
相談ください。　
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生活保護は、まず、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の
生活の維持のために活用することを要件としています。

◎　働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
◎　居住用の家屋は原則として保有が認められますが、不動産（宅地、家屋、田畑、山林
及び原野など）、貯蓄性の高い生命保険、預貯金、自動車などの資産で保有が認められ
ないものは、原則として処分し生活費に充ててください。

　　ただし、学資保険、保障型の生命保険、原動機付き自転車などについては、保有が認
められる場合があります。

◎　年金、児童手当、児童扶養手当、傷病手当金、失業給付金など、他の法律や制度で
給付が受けられる場合は、すべて受けてください。

夫婦、親、子及び兄弟姉妹など、民法に定める扶養義務者による扶養及び他の法律に定
める扶助については、生活保護の要件ではなく保護に優先して行われるものとされています。
ただし、DV（家庭内暴力）や虐待など特別な事情がある場合には、例外的に取り扱う
場合もあります。わからないことや不安なことは、生活保護の担当課にご相談ください。

■ 生活扶助 食費、被服費、光熱水費など日常の生活費
■ 教育扶助 義務教育で必要な教材費、学用品費、給食費、クラブ活動費など
■ 住宅扶助 家賃、地代、家屋の補修費
■ 医療扶助 病気やけがの治療・施術に必要な費用、通院交通費、
 治療材料費（眼鏡、コルセット）など

■ 介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
■ 出産扶助 分娩のための費用
■ 生業扶助 仕事に必要な技能の修得や高校就学に必要な費用
 （高校生のクラブ活動費含む。）

■ 葬祭扶助 葬祭のために必要な費用
□ 就労自立給付金
 安定した職業に就いたこと等により、生活保護を必要としなくなった場合の給付金

□ 進学準備給付金　
 生活保護受給世帯のお子さんが大学などに進学する場合の進学準備のための給付金
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